
外国株券の売買単位に関する規則の一部改正について 

 

2 0 2 0 年 ７ 月 1 7 日 

株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ．趣旨 

 当社は、外国株券の売買単位に関する規則の一部改正を行い、本年８月１日から施行し

ます（詳細については、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。 

 今回の改正は、外国株券に対し実態に即した売買単位を適用する観点から所要の見直し

を行うものです。 

 

Ⅱ．改正概要 （備考） 

（１）外国株券の新規上場時の売買単位設定基準の一部見直し 

 外国株券の新規上場時に適用する売買単位の設定に用いる価格

水準を一部見直します。 

 

（２）上場後の売買単位の変更方法の見直し 

 最近 1年間の終値平均に基づいて、半年に 1度外国株券及び外

国投資信託受益証券等の売買単位を変更する制度を廃止しま

す。 

 ただし、円滑な流通を確保する観点から売買単位当たりの価格

が適当でないと当取引所が認めた場合は、当取引所が適当と認

める売買単位に変更します。 
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Ⅲ．施行日 

２０２０年８月１日から施行します。 

 

以 上 


